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６．教育啓発特定事業計画 

（１） 教育啓発特定事業について 

 

コラム 
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（２）教育啓発特定事業の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコ

ミュニケーションをとり、支え合うこと 

① 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会のせきむであるという「障害の社会

モデル」を理解すること 

② 障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)

を行わないよう徹底すること 

③ 自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべて

の人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を養うこと 
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教育啓発特定事業計画 

事業量・ 

具体的な事業等

          

 

事業量・ 

具体的な事業等

          

 

事業量・ 

具体的な事業等
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事業量・ 

具体的な事業等

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


